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オーストラリア海軍水路部（ＡＨＯ）について 

海上保安大学校 海事工学講座 教授 楠  勝 浩

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

 平成20年４月７日から11日にかけてオ

ーストラリアのシドニーにある海軍訓練学

校において第 31 回 FIG/IHO/ICA 国際水路
測量技術者資格基準諮問委員会が開催され

た。当該委員会は、国際測量者連盟（FIG）、
国際水路機関（IHO）及び国際地図学協会
（ICA）の下に設立されており、水路測量
技術者が国際的に一定のレベルの養成訓練

を受けられるよう、水路測量技術者が必要

とする技術・知識の内容・レベルを定める

ことを任務としている。さらに、世界の水

路技術者養成機関が一定のレベルに達して

いるかを審査し、国際Ａ級またはＢ級の水

路測量技術者を養成できる資格を与えてい

る。 

我が国においては、現在、海上保安学校

海洋科学課程及び海上保安庁海洋情報部で

実施している JICA 集団研修「海洋利用・
防災のための情報整備」が国際水路測量技

術者Ｂ級の資格を与える認定を受けてお

り、また、海上保安大学校特修科（海洋情

報）については同Ａ級の認定を受けている。 

本認定は 10 年の有効期限があり、海上保

安大学校が 1999 年に受けた前回のＡ級認

定の有効期限が迫りつつあったため、今次

会合で再認定の申請を行った。結果として

は、再認定が無事認められることとなった。

ただし、昨年から認定の有効期限が６年に

変更されているため、次回の再申請期限は

2014 年４月となる。 

以上に述べたことが今回のオーストラリ

ア出張の主たる目的であったが、たまたま、

シドニー南南西約 70kmのウロンゴンとい 

 

 

 

 

 

 

 

う町にオーストラリアの水路機関である 

海軍水路部（以下、「 AHO（ Australian 
Hydrographic Office）」と呼ぶ。）があったこ
とから、この機会を利用して訪問すること

となった。そして、前述の第 31 回

FIG/IHO/ICA 国際水路測量技術者資格基準
諮問委員会に出席した後の４月 10 日（木）

に同部の見学をさせて頂いた。 

今回の訪問では、事前に主な質問内容を

先方に送っていたので、対応者として適当

な人選をしていただき、短時間ではあるが

非常に効率の良い調査ができた。 

先方の主な対応者は４名で、次にあげる

方々であった。 
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写真１ 海軍訓練学校【シドニー】 
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ちなみに、今回の訪問では主に水路測量、

海図整備、海洋情報の管理を中心として調

査を行った。 

AHOは国際水路機関（IHO）の現職理事
であるワード氏を輩出した機関であり、ま

た、英語圏であることから英国との協力関

係も深く、水路の分野では世界をリードし

ている国の一つである。このような理由か

らAHOへの訪問は非常に楽しみであった。
そして、現地で見聞きしたことはその期待

に反しないものであった。国土面積が日本

の 22 倍もある一方で、人口が日本の約 6

分の１、GDP においてはわずか 11 分の１
しかないような国が非常に効率よく水路測

量及び海図整備を行っている実態がよく理

解できた。まだまだ聞きたいことは山ほど

あったが、時間的な制限があったため、決

して実態を完全に把握できたわけではない

が、ここにその内容をご紹介することとし

たい。 

 

２.概 要 

２．１ 歴史 

まずは、簡単に AHO の歴史について触
れる。オーストラリアは 1770 年にシドニー

周辺が英国の植民地となり、そこから入植

地域が広がり、1828 年にオーストラリア全

土が英国植民地となった。このような中で、

1795 年に設立された英国海軍水路部

（UKHO）がオーストラリア周辺の海図整
備を始めたことがオーストラリアにおける

水路業務の起源となっている。その後、オ

ーストラリアは 1901 年に英国から事実上

独立するが、水路測量業務がオーストラリ

ア海軍に引き継がれるのは 1920 年であり、

海図整備業務については 1942 年に引き継

がれている。オーストラリアは独立後も英

国への忠誠心が強かったため、独立後に英

国が参加した戦争には自ら参戦して英国と

伴に戦っている。この中で共に海軍組織で

ある AHOと UKHOが緊密な連携を取って
きたことは予想の範囲内である。 

具体的なことは後で述べるが、現在、

AHO と UKHO は極めて緊密な協力関係を
維持している。このことは、前述のとおり、

元々AHO が UKHO の一部であったこと、
また、オーストラリアの独立後も両機関は

緊密な関係を保ってきたという歴史的背景

によるものと思われる。 

２．２ 組織 

AHOは、水路測量及び海図整備のほか、
海象・気象の観測も行っている。その組織

は図１に示すように、３課並びに水路測量

学校及び海洋調査部からなる。 

これらの組織のうち、水路測量学校及び

海象・気象観測課はシドニーにあり、海洋

調査部はオーストラリア北東のケアンズに

ある。したがって、ウロンゴンの本部庁舎 

にある組織は、部長・次長の幹部の他、技

術開発課と海図・海洋情報管理課の２課の

みである。 

本庁舎内の配置に関して、本庁舎は４階

建てで、４階は測量計画、測量機器支援等

の測量部門、３階がデータ処理・データベ

ース構築、原図作成部門、２階が海図作成、

管理・販売部門となっている（１階はロビ

ー、守衛室、倉庫）。このようなフロアデ

ザインの理由は、作業が４階から３階、２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真２ 海軍水路部(AHO)【ウロンゴン】
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階へ、下に向かって順番に流れてくる構造

にするためとの説明であった。このフロア

デザインがどの程度の効率性を生んでいる

のか分からないが、欧米特有の合理主義を

感じる。 

なお、測量船は海洋調査部を拠点に運航

されている。 

また、参考までに、日本の国土地理院に

当たる National Mapping Division は産業・
観光・資源省(Ministry of Industry, Tourism 
and Resources）の地球科学部(Geoscience 
Australia)に属している。 

２．３ 予算 

毎年の基本予算は 1,200 万豪ドル（約 12

億円）（人件費、測量船・航空機の運航費

を除く）である。このほか、プロジェクト

予算として、電子海図作成に毎年 300 万豪

ドル（約３億円）、測量費 600 万豪ドル（約

６億円）がある。なお、基本予算とは基本

的に毎年配算される予算であり、プロジェ

クト予算とは電子海図作成等、何らかの大

型プロジェクトがある場合に年限を区切っ

て配算される予算である。基本予算（AHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の場合約 12 億円）については特に使途の制

限は定められておらず、その運用は基本的

に各組織に任せられている。 

このようにオーストラリアの予算システ

ムは日本のそれとはかなり異なっている印

象を受ける。基本予算の運用を各組織に委

ねることにより効率的な使用を促し、かつ、

プロジェクト予算により一時的に生じる大

規模な支出を伴う計画にも応えられるよう

になっている。日本では、各組織に予算の

運用を任せると返って無駄遣いが増えると

考えられがちで、基本的な発想の違いを感

じる。また、海洋情報部では大陸棚調査を

実施するために他の予算を相当削減したこ

とから、大陸棚調査以外の業務に少なから

ぬ影響を及ぼした、あるいは現在でも及ぼ

していると思うが、オーストラリアのよう

な予算システムであれば、このような状況

にはならなかったのではないかと考える。 

また、後で海図等の著作権の管理につい

て触れるが、オーストラリアでは、海図等

の著作権使用料収入も AHO の予算に組み
入れられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ オーストラリア水路部の組織 
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このような仕組みは海図類似品を販売す

る民間企業の活性化を促すことにより、著

作権使用料をなるべく多く徴収しようとす

る大きな動機となっていた。日本では歳

入・歳出の混交を避けるために、著作権使

用料収入は国庫に入り、海洋情報部の予算

にはならないが、果たしてどちらのシステ

ムが合理的か。 

AHO の予算規模は著作権使用料収入等
も含む全体（人件費、船舶等の運航費を除

く）で、約 2,400 万豪ドル（約 24 億円）と

なっている。国土面積が日本より大きいと

はいえ、GDP が日本の 11 分の１しかない
ことを考えれば、予算的には恵まれている

と言えるかもしれない。 

２．４ 定員 

AHOの職員数は 417 名（測量船乗組員を
含む）である。このうち、285 名が軍人、

132 名が文民である。配置は、285 名の軍人

のうち、250 名がケアンズにある海洋調査

部（ほとんどが測量船乗組員）、20 名がウ

ロンゴンの本庁舎、15 名がシドニーの海

象・気象観測課で勤務している。一方、132

名の文民のうち、117 名が本庁舎、15 名が

海象・気象観測課勤務である。 

 

３．測量船・航空機 

 AHOが保有する測量船・航空機は全て海
洋調査部に所属しており、オーストラリア

北部のケアンズを基地としている。測量

船・航空機の概要は次のとおりである。 

３．１ 大型測量船 

AHO は２隻の大型測量船を保有してい
る。両船とも全長 71.2 メートル、2,550 ト

ン（排水トン）である。それぞれ、1997 年、

1998 年に就役し、両船とも測量艇（全長９

ｍ）を３隻搭載している。それぞれの測量

艇には浅海用ナローマルチビーム音響測深

機が搭載されている。また、各船はヘリ甲

板を有しており、以前は測位基地の設置等

のためにヘリを使っていたが、現在は使用

されていない。 

本船の主な観測機器は、ナローマルチビ

ーム音響測深機、シングルビーム音響測深

機、サイドスキャンソナー、船首方向及び

船尾方向の音響ソナーである。また、船内

のデータ処理装置のソフトとして CARIS を

使用している。 

乗組員は３班（１班 57 名）あり、６ヶ月

間の測量業務と３ヶ月間の休憩の繰り返し

になっている。二隻の大型船をこの３班の

乗組員がローテーションで運航している。 

途中で機械の故障等により測量期間が延

びても乗組員は予定どおり交代する。 

大型測量船の運航に関しては、このよう

に大型船２隻を３班の乗組員で運航させて

いることが目を引いた。AHOは測量船建造
当時からこのような運航形態を考えていた

ようで、２隻の大型測量船は一年違いで建

造され、船形、搭載機器等が全て同じであ

り、乗組員を交互に乗船させても支障のな

いようにしてあった。大型船の運航効率を

上げるため工夫としては優れていると感じ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 中型測量船 

中型測量船は４隻ある。４隻とも全長

36.6 メートル、380 トン（排水トン）であ

る。観測機器としては、シングルビーム音

響測深機を搭載しており、測深能力は数十

写真３ 大型測量船 
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メートルとなっている。今後、ナローマル

チビーム音響測深機を搭載する予定であ

る。また、船内にあるデータ処理装置のソ

フトとしては CARISを使用している。 
乗組員については、各船 15 名となってい

る。搭載機器が古く、それぞれの船で特性

が異なるため、乗組員は、その船固有の乗

組員になっている。大型船のように乗組員

の入れ替えはできないとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３ 航空機 

 AHOは測量専用の航空機（固定翼）を１
機保有している。機種は Fokker F-27であ
り、航空レーザー測深機を搭載している。 

航空レーザー測深機の補修用品や交換部

品は専用の自動車に積んであり、測量海域

の近辺にはこの自動車も派遣される。そし

て、この自動車がある航空基地で修理やメ

インテナンスが可能となる体制を採ってい

る。基地のそばでは７時間、基地から 300

マイルの距離で４時間の測量作業が可能で

ある。通常の測量は、航空機の運航クルー

の他、２名の機器運用・解析スタッフと２

名の陸上支援班で実施される。 

現在使用している航空レーザー測深機

は、元々、オーストラリア国防省科学技術

局が海軍向けに開発したものである。今後、

２台目として我が国海洋情報部が保有して

いるものと同じショールズ製の航空レーザ

ー測深機の購入を検討している。現有機は

真下を測深するが、ショールズ製の測深機

は前方 15°方向の水深を測定するため、地

形などの影響で近づけないところがある場

合、ショールズ製の方が有利であると考え

ている。 

 

４.測  量 

AHO が海図の刊行及び水路通報の発出
を行う海域は図２のとおりであり、この範

囲で水路測量を実施している。図２から分

かるように、当該海域は、オーストラリア

周辺のみならず、パプア・ニューギニア

（PNG）から、南極海域に及ぶ。隣国との
境界線が一部矩形になっているが、これは

EEZ境界が画定していないためこのような
表現にしてあるとのことである。 

AHO が 1945 年以降に測量した海域は図
３に示すとおりである。同図では 1969 年以

前の測量実施海域と 1970 年以降の測量実

施海域に分けられている。1970 年に新技術

を導入しており、1969 年以前の測量は精度

が悪いため、このような色分けをしている

との説明があった。 

また、AHOが測量を行う海域は図４に示
すように大きく６海域に分けられている。

このうちどの海域を重点的に測量するかに

ついては、軍、他省庁、地方政府、民間企

業の要望に基づいて決められる。これらの

要望は大小を問わず SRAT(Survey Requests  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 中型測量船 

図２ 海図刊行・水路通報発出海域
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and Action Taken)としてデータベース化さ
れている（図５参照）。現在、このデータ

に基づき、測量要望の多い海域、すなわち、

北部の海域（図４の海域Ａ及びＢ）の測量

に重点が置かれている。 

ちなみに、図２に示すオーストラリアの

測量対象海域には PNG 周辺海域も含まれ
ているが、これは、オーストラリアと PNG
の間で 1974 年に締結された覚書に基づい

ている。PNGはこの覚書に基づいて、自国
周辺海域の測量をオーストラリアに委ねて

いるということである。さらに、PNGは水
路測量のみならず、海図の作成・更新及び

販売についてもオーストラリアに委ねてい

る。PNGはオーストラリアと同様に元々英
国の植民地であったことから、水路測量・

海図作成分野でのオーストラリアとの協力

関係が極めて緊密なのだろう。 

PNG は我が国にとって主要な航路の一
つである日豪間航路の上に位置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、今後の PNG の水路測量技術の
向上が期待されるところであるが、PNG周
辺海域の水路測量及び海図整備を実質的に

はオーストラリアが行っているという実態

に鑑みれば、日本が PNG に対して人材育
成以外にこの分野で協力する必要はあまり

ないように思える。 

なお、現在、オーストラリアによる PNG 
周辺の海洋調査・海図作成はアジア開発銀

行のプロジェクトになっており、同銀行か

ら 800 万米ドルの融資を受けている。 

また、現在、PNGの海事安全庁の職員が
オーストラリア水路測量学校で水路測量・

海図作成に関する教育を受けている。この

点に関して、AHO 担当者に PNG は将来自
前での水路測量実施を目指しているのか尋

ねたところ、将来、PNGが自ら水路測量を
実施するつもりはなく、水路測量の結果を

見て内容に誤りがないか確認できる程度の

人材を育てておきたいのだろうと述べてい

た。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 1945 年以降の測量海域 

 水色が 1945～1969 の測量海域 

 緑色が 1970～2005 の測量海域 
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５．デジタル海洋情報データベース 

デジタル海洋情報データベース（DHDB） 
は 1996 年に検討が開始され、2001 年から

2004 年に掛けて３千万豪ドル（約 30 億円）

を投入して構築した世界でも最新鋭の統合

海洋情報データベース・データ管理システ

ムである。以前は、海図、電子海図、水路

書誌等、それぞれの製品に向かって別々の

データベース及び作業の流れがあった。こ

のため、作業行程が複雑で、データ管理も

難しく、重複あるいは似たような作業も多

かった。そこで、全てのデータを一つのデ 

 

ータベースで管理し、作業の流れを簡素化

することを目的として DHDB の開発が始
まった。 

当該データベースには、AHOがこれまで
に行った測量で得られた全てのデータが含

まれている。当該データベース構築の際、

過去のデータを整理・統合することが最も

大変な仕事であったらしい。データベース

全体の大きさは 640 テラバイトとなってい

る。 

このデータベース管理システムにより、

 

図４ 測量海域区分 

A 

D 

B 

C 

E F 

図５ 測量要望区域 
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全てのデータについてデータの取得年代に

よる検索、種類・領域指定による検索が可 

能になった。 

実際に、本システムを用いて作業してい

るところ見学させてもらったところ、ディ

スプレイに表示された図面は電子海図に似

ていたが、水深値の表示は海図や測量原図

に比べ、かなり多いように見えた。また、

画面に表示されたデータをマウスでクリッ

クすることにより、属性（種類、作成時等）

を確認することができた。また、画面に表

示する際には、拡大・縮小しても見やすく

なるよう、マークの大きさが縮尺によって

自動的に調整されていた。さらに、表示す

るデータの種類・密度を選択することもで

きた。海図の基準面のように時間とともに

変化するデータについては時間変化を追う

ことも可能であり、また、海図基準面のデ

ータが変わると全ての海図水深の値が自動

的に変わるようになっていた。 

本データベース・データ管理システムは

閉じたシステムとして隔離・監視された部 

屋で管理されており、現在、本部館内に設

置された端末でのみアクセスが可能であっ

た。 

なお、AHOは本システムの将来のさらな
る発展のための構想を有していた。それは

次のとおりである。 

 

①大容量データであるナローマルチビー

ムデータ等の測量データの管理を行

う。 

②全国の支部からもアクセスできるよう

にする。 

 

６．海図編集 

AHO は補正図については自前で編集を
行っているが、原図の更新、すなわち、作

成された補正図を原図の中へ盛り込む作業

については民間に外注している。海図編集

は地域別に編成された４チームが分担して

いる。４チームは、それぞれ北部、南東部、

南西部、沖合（南極周辺・PNGを含む）を
担当している。なお、海図編集用のソフト

としては CARISを用いている。 
また、電子海図については、異なる３つ

の表示システムで表示し、内容が正しいこ

とを確認している。３つのシステムとは、

トランザス、OSL、海軍用 ECDISである。
海軍用 ECDISについては、豪英加の３ヶ国
は共通のシステムを使っているとのことで

ある。 

紙海図及び電子海図の刊行区域及び刊行

予定区域は図６、図７のとおりである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combined chart production by program 

図６ 紙海図刊行区域 
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７．海図刊行・販売 

７．１海図印刷 

海図印刷については、陸軍が他の印刷物

と一緒に外注している。また、AHOはプリ
ントオンデマンド印刷を既に実用化してお

り、印刷枚数が少数（10 枚程度）の場合、

または、海図の在庫が無くなり次の在庫が

入るまでをつなぐ場合、プリントオンデマ

ンド海図で対応している。このように、

AHO は通常の印刷とプリントオンデマン
ドを効果的に組み合わせていた。 

また、紙質については、オーストラリア

海図の紙質は英国海図より薄めであり、プ

リントオンデマンド海図の紙質はさらに薄

く、普通のプロッター用紙とほとんど同じ

ように見えた。また、プリントオンデマン

ドで印刷された海図の印字は見にくいほど

ではないが、通常の紙海図よりは少し荒め

に見えた。プリントオンデマンド海図の紙

質・印字は通常の紙海図に比べて劣るよう

に見えたが、値段は通常の海図と同額とな

っていた。日本でこのようなプリントオン

デマンド海図を普通の紙海図と同じ値段で

売れば、ユーザーの反発が気になるところ

である。このようなプリントオンデマンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海図の導入が何ら支障なく進むのは、おお

らかさに関する国民性の違いがあるのかも

しれない。 

７．２ 海図販売 

オーストラリア海図（紙海図）の販売価

格は１枚 29 豪ドル（約 2,900 円）である。

販売代理店の手数料については、補正販売

者（海図補正を自ら行う）の場合 40%、非

補正販売者（海図の補正を行わない）の場

合 33%となっている。現在、AHO は約 100
の国内の販売代理店及び約 30 の海外販売

代理店と代理店契約を結んでいる。さらに、

AHOでは、自国海図のみならず、ユーザー
の利便性向上のためにワンストップサービ

スを目指して、ライセンス契約による外国

海図の印刷も行っている。このような AHO
で印刷された外国海図もまた、前述の販売

代理店を通じて販売されている。 

また、電子海図については、全て英国が

中心となって運営している IC-ENC を通じ
て販売している。AHOは IC-ENCのなかで
ICECLE としての役割を果たしている。
ICECLE とは、ある領域内の電子海図の一
貫性を保つために作業をしており、言い換

Combined ENC production by year 

07 
08 
09 
10 

図７ 電子紙海図刊行（予定）区域
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えればオーストラリアを中心とする RENC
とも言える。英国とは時差が大きいため、

域内の電子海図に何か問題があった場合、

英国から修正の注文を受け、英国が、夜、

寝ている間に作業を終え、英国が、朝、活

動を再開する頃に結果が英国に届くように

している。このため、非常に効果的で迅速

な対応が可能になるとの説明があった。 

このように電子海図の刊行に関しては英

国 UKHOとの協力関係が深く、ICECLEと
して UKHO と一体的に電子海図のグロー
バル化（一貫性の維持、ワンストップサー

ビスの実現）に努力している姿が伺えた。 

なお、本年８月にはニュージーランドが

ICECLEの傘下に加わった。 
ところで、域内の電子海図の調整に関し

ては、オーバーラップを避け、一貫性を保

つことが大切である。このことに関して、

AHO担当官が「韓国が一貫性を無視して既
に存在する電子海図に大きくオーバーラッ

プする電子海図を刊行しており、困ったも

のである」と述べていた。オーストラリア

も日本と同じ悩みを共有していたとは意外

であった。今後、東アジアの電子海図の一

貫性をどのように保っていくのか、そこに

AHOを中心とする ICECLE、またはその母
体である IC-ENC が何らかの影響を及ぼす
のか気になるところだ。 

 

８．海図等の著作権管理 

AHOが刊行する海図等の製品の複製に
ついては、AHOとの間で著作権使用契約を
結んだ上で商業的利用が可能である。現在

約 800 の著作権使用契約が結ばれている。 

著作権使用料率は、製品をどの程度修正

するかによって決められている。紙海図を

デジタイズして使うような場合は手間がか

かるので製品価格の 20%、ENCをコピーす
るような場合は手間がかからないので 40%

が目安となる。複製品に占める AHO製品

に基づく情報量の割合も著作権使用料率を

決める目安となる。また、子供の絵本など

に引用する場合や研修・教科書で使用する

場合では、小さく抑えている。具体的な著

作権使用料率は個別具体的に判断されてい

る。 

一方、船舶の航行にはあくまでも正規の

海図を使用する必要があり、複製品は補助

的に使用されるものである。このため、

AHOは複製品の内容を確認しておらず、万
が一、製品の誤りや複製の際の複製ミスが

原因となって事故が発生しても、AHOは責
任を負うことができない。この点を明確に

するため、著作権使用契約を結ぶ条件とし

て次のような説明を製品に明記させてい

る。 

 

WARNING  
The Australian Hydrographic Service does 

not check the information in this product and 
the Commonwealth accepts no liability for the 
accuracy of copying of its material or for any 
modifications that may have been made to the 
information which it has supplied. 
Furthermore, the Commonwealth does not 
warrant that this product meets any regulations 
as an appropriate product for navigation or that 
it contains the latest hydrographic information 
available. 

 
意味を簡単にまとめると、「AHOは内容
を確認していないので本製品から生ずる一

切の損害賠償責任を負うことはなく、また、

備置義務のある海図に代わるものではな

く、最新の水路情報が含まれているもので

もない。」ということである。 

著作権使用料の具体的な徴収方法につい

ては、販売実績を業者に半年ごとに報告さ

せ、当該報告に基づいて半年ごとに支払わ

せている。業者の報告が信頼できるものか



 - 12 -

どうかについて AHO担当者に質問したと
ころ、今のところ明らかにおかしいと思わ

れるようなものはないとのことであった。

また、業者の報告を見ていると、あるメー

カーの製品が売れると、他のメーカーの製

品が売れなくなるという傾向が見えてき

て、とても興味深いとのことである。 

現在、このような著作権使用に関する契

約を結んでいる主なメーカーは C-Map、
Navionics、Memory Map、Garmin、Transas、
Euronav、MapMedia等である。 
2006年から2007年に掛けてのAHO製品
の売り上げによる収入と著作権使用料によ

る収入の内訳は次のとおりである。 

・AHO製品売上に伴う収入 
     約 216 万豪ドル（約２億円） 

・著作権使用料による収入 

     約 77.4 万豪ドル（約 77 百万円） 

ついでに、UKHOの著作権管理の方法に
ついても知っているか尋ねたところ、

UKHOも基本的には同様の方法で著作権を
管理しているとの回答であった。 

なお、海図等の著作権管理についてはオ

ーストラリアでも 1990 年代に民間企業と

もめた時代があったとのことである。当時

は、AHOは法的手段（裁判所に提訴）に訴
えて民間企業の勝手な著作権侵害を防止し

たらしい。このような紆余曲折の後、現在

では海図等の著作権使用に関してはうまく

コントロールされており、著作権使用契約

を結んでいる民間企業との間には十分な信

頼関係が成立し、情報の交換も円滑である

とのことであった。また、予算の説明でも

述べたが、徴収した著作権使用料等は AHO
予算に組み込まれており、新たな海図編集

システムの整備等に充てられ、海図等の信

頼性や利便性の向上に寄与し、それがさら

に売り上げを伸ばすという好循環になって

いるとのことである。 
 

９．おわりに 

以上説明してきたように、今回の AHO
の訪問では、短い時間ではあったが、非常

に効率よく分かりやすい説明をしていただ

き、かつ親切な対応をしていただいた。

AHO の関係者の方々には心から感謝して
いる。 

今回の訪問で AHO の全容を正確に把握
できたとは思っていないが、受けた印象と

しては、大きく二つある。 

第一には人口・経済規模が日本よりかな

り小さいにも拘わらず、効率よく水路測

量・海図整備を行っていると思えた。日本

の場合も決して効率が悪いとは思わない

が、ただ、予算システム、人員配置、国民

性等、末端組織ではどうにもならない部分

での制約が多いように感じる。わずか１日

の訪問で表面的なことしか見ていないため

に、単に「隣の芝生は青く見えた」だけか

も知れないが。 

第二には、ニュージーランドや PNGとい
った近隣国のほか、英米との協力関係がか

なり強いと感じた。特に海図整備の分野で

は世界のトップを走る英国との関係は強

い。これは、同じ英語圏であることも理由

だろうが、英連邦としての歴史的な背景も

当然あるだろう。また、英国も、アジア太

平洋域にこのような関係を有する国がある

ことを最大限に利用しているようにも見え

る。日本は現在日英デュアルバッチ海図に

関する協力等で英国との関係を深めつつあ

るが、英国とオーストラリアのほとんど一

つの国ではないかと思えるほどの協力関係

を念頭に置けば、今後は同じアジア・太平

洋域に属するオーストラリアとの関係も必

然的に強くなるのではないかと思える。 

AHOによる説明の最後に、今後、海図整
備の分野で日本との協力関係をますます深

めたいとの話があったが、単なる社交辞令

ではないように感じた。      （了） 
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ECDIS 搭載の義務化へ向けて前進 

～第 54 回航行安全小委員会報告～ 
 

財団法人 日本水路協会 審議役 金 澤 輝 雄 
 

１．はじめに  

 2008 年６月 30 日から７月４日まで、ロン

ドンの国際海事機関(IMO)本部において、第

54 回航行安全小委員会(NAV54)が開催された。

この会議では、国際航海に従事する所定の要

件を満たす船舶に対し、2012 年７月から段階

的に電子海図表示システム(ECDIS)の搭載を

義務化することが合意され、11月に開催され

る第 85回海上安全委員会(MSC)に提案するこ

ととなった。 

 この議題は今回の会議の多数(25)の議題の

なかでも大きなものの一つであり、討議には

５日間の会期のうち１日に近い時間が費やさ

れた。会議の様子や結論などをロンドンの印

象を交えて報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．NAV50 から NAV53 までの経緯 

 ECDIS と電子海図(ENC)の利用により、浅瀬

への乗り上げ等の危険性の減少が期待される

ことから、一定の要件を満たす船舶への

ECDIS の搭載義務化が IMO において検討され

てきた。 

 この問題は MSC の下の NAV が担当する議題

として NAV で何度も審議されてきた。NAV は

年１回開催されており、まず４年前の 2004

年７月に開催された NAV50 では、ECDIS の搭

載義務化が可能かどうかに関して評価を行う

ことが合意され、通信グループが設置された。 

 2005 年６月に開催された次の NAV51 では、

高速船(High-Speed Craft)に ECDIS の搭載を

義務化することが合意されたが、高速船以外

の船舶に関しては、評価(Formal Safety 

Assessment (FSA) study)が必要とされた。高

速船への義務化は、2006 年５月に開催された

MSC81 で承認された。この改正により、新造

の高速船は既に今年（2008 年）７月から、そ

して現存船も2010年７月までにはECDISを搭

載しなければならない。 

 なお、MSC81 では、NAV が 2008 年を目標に

ECDIS 搭載義務化の検討を進めることも決定

された。 

 2006 年７月に開催された NAV52 に、我が国

は FSA study を報告し、適切な ENC の整備さ

れた航路における貨物船への ECDIS 搭載は費

用対効果の点で正当化できるが、現存船や小

型船への義務化には慎重な調査が必要である

とした。これに対し、ENC のカバレッジの問

題などが指摘された。 

 2007年７月に開催されたNAV53においては、

デンマーク・フィンランド・ノルウェー・ス

ウェーデンが、ENC のカバレッジや船の大き

さなどを考慮に入れた ECDIS による危険回避

への効果を調査した結果を報告し、これに基

づき、５百トン以上の客船、５百トン以上の

新造のタンカー、３千トン以上の現存のタン

国 際

写真１ IMO 本部の建物 
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カー、３千トン以上の新造の貨物船、１万ト

ン以上の現存の貨物船、への ECDIS の搭載義

務化の提案を共同で提出した。一方、我が国

は１万トン以上のすべての船舶に ECDIS 搭載

を義務化する提案を提出した。この会議では、

義務化は必要であるとしつつも ENC のカバレ

ッジの観点から ECDIS 義務化の開始時期を決

定するには時期尚早であるとの意見もあり、

合意には至らなかった。 

 

３．NAV54 

 今年７月に開催された NAV54 においては、

ノルウェーが前年と同内容の船舶を対象に、

2010 年７月を出発点として段階的に導入す

る義務化案を、また、英国は５百トン以上の

客船、３千トン以上のタンカー、１万トン以

上の貨物船に 2012 年７月を出発点として段

階的に導入する義務化案を議題として提出し

た。ノルウェー案と英国案の対象船舶の違い

は新造のタンカー（５百トンか３千トン）と

新造の貨物船（３千トンか１万トン）で、開

始期日に関してもノルウェー案の方が厳しい。 

 ところが、ノルウェーと英国は提案の審議

の行われる前に調整を行い、対象船舶はノル

ウェー案を採用し、期日に関しては英国案と

して集約したことを会議に報告した。 

 これを受けて、会議では先ず、義務化する

かどうかについて討議が行われた。多くの国

が発言を求め、先進国は対象船舶の要件に関

して硬軟の程度の違いはあるものの概ね義務

化に賛成し、少数の途上国は自国の ENC が未

整備であることなどを理由に反対したが、議

長は賛成が大勢であるとして会議の結論とし

た。 

 続いて対象船舶等の要件に関して討議が行

われ、対象船舶に関してはノルウェー案への

賛成とともに、より緩やかな当初の英国案に

賛成する意見も出され、期日は英国案に賛成

する国が多かったことから、結局英国案をベ

ースにして若干の修正が行われ、1974 年海上

人命安全条約（SOLAS 条約）附属書第 V章 規

則 19 に追加の条文を挿入するという改正案

がついに合意された。合意された対象船舶は、

５百トン以上の客船、３千トン以上のタンカ

ー、３千トン以上の新造の貨物船と１万トン

以上の現存の貨物船という、ノルウェー案と

当初の英国案の中間にあたるものである。 

 適用開始時期も含めた合意内容を表１に示

すが、船舶の種類や大きさに応じて新造船か

ら現存船へ段階的に導入するとなっているた

め、極めて複雑な規定になっている。これを

線表にしたものが図１である。繰り返しにな

るが、注意すべき点は、2014 年７月以後に建

造される３千トン以上の貨物船には搭載義務

が発生するが、現存船への適用は１万トン以

上に限られていることから、2014 年７月より

前に建造される３千トンから１万トンまでの

貨物船には将来も搭載義務が発生しないこと

である。また、現存船への適用は、特定の期

日以後の最初の安全設備検査の日と定められ

ており、安全設備検査には年次検査が含まれ

ることから、最長でも特定の期日から１年後

までには搭載義務が発生する。線表で現存船

のところに 1年分は色を変えてあるのはこの

ような意味からである。 

 懸案の ENC のカバレッジに関しては、その

国際的な規格を定め各国による作成を後押し

する国際水路機関(IHO)が、ECDIS 義務化のス

タート時期までに世界の主要な航路と港湾

（上位 800 港）でほぼ 100%のカバレッジが見

込まれると報告したものの、途上国では必ず

しも ENC が作成される見込みがないことから、

適切な ENC の存在しない海域に関しては搭載

義務を免除することも議論されたが、途上国

は、免除になると ENC の作成能力のない国で

は技術的な分離（テクニカル・デバイド）が

固定され、永久に ENC が作成されなくなると

して、搭載義務の免除ではなく ENC 作成に関

する能力強化が必要と強く主張した。その結

果、搭載の免除は廃船の期日が近い船舶のみ 
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図１ 国際航海に従事する船舶に対する ECDIS 搭載義務化の適用日程 

表１ NAV54 で合意した ECDIS 搭載義務化のスケジュール 
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に限られることとなった（義務化開始の特定

の期日から２年以内に廃船する船舶について 

は、主管庁の判断により適用を免除すること

ができる）。 

この改正案は今年11月26日から12月５日

まで開催される MSC85 に提出され、承認を求

めることになっている。NAV で細部の要件ま

で合意されたことから、おそらく MSC でも１

回か２回の会議における審議で承認が得られ

るだろうと予想される。国際航海という限定

はあるものの、ECDIS を用いた航海がスタン

ダードになるわけで、ENC の重要性がますま

す増大する。会議の中で途上国が強く主張し

たように、ENC の未整備の海域を解消するた

めの能力向上が今後の課題になるであろう。 

 

４．IMO 本部と会議室 

 IMO は国際連合の専門機関の一つで、1948

年３月に政府間海事協議機関(IMCO)を設置す

るための条約が採択されたことが始まりとさ

れる。そこで、今年(2008 年)３月には 60 周

年を迎えたことになる。なお、この条約は

1958年３月に我が国の調印によって100万ト

ン以上の船舶を有する７ヶ国の調印という必

要要件を満たし、発効した。この時点からは

50周年であるが、IMO では 60 周年を公式の数

字としている。2008 年７月現在、168 の国・

地域が正式に加盟し、３地域が準加盟国とな

っているほか、65 の NGO 及び 42 の IGO と協

力関係にある。 

 IMCO は発足当初からロンドンに設置され

たが、市内で何度か移転し、1982 年に IMO と

改称された時に、現在の位置に移転した。建

物は英国政府が建築し、IMO がリースしてい

る。テムズ川の河畔にあって川の向こうには

ビッグベンで有名な国会議事堂を望む。建物

の入口には船首を模した大きな作品があり、

いまにもテムズ川に踊り出しそうである。 

４階に職員用のカフェテリアがあり、会議

参加者も利用できるが、テラスからは国会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事堂をはじめとする眺望が素晴らしい。この

建物は２年前から改築が行われていたため、

しばらくの間、別の場所を間借りしていたが、

今年４月に完成したのでこの建物で執務を再

開した。今回の NAV54 は会議場が新しくなっ

てから５つ目の会議であったが、２週間前に

は第 100 回理事会が開催され、これに合わせ

て国連事務総長も出席して改築のお祝いと

60周年の記念式典が開催されている。 

新装の会議室には大きな画面が設置されて

いて発言者が映し出される。600 人位がゆっ

たり座れるような大きな会議室で、発言はヘ

ッドホンを通じて英仏西の音声（発言者・同

時通訳）を選ぶようになっている。会議室が 

写真３ テラスから望む国会議事堂 

写真２ ＩＭＯ入口の船 
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広くて発言者の肉声はほとんど聞こえないの

で、ヘッドホンを付けていないと議事の進行

をフォローできない。同時通訳の勤務時間の

関係から会議時間のスケジュールは厳しく管

理されている。ある日の夕方、予定の時刻に

まだ議論が収束しなかった時、議長が突然マ

イクを通して通訳に向かって「あと何分続け

てよいか」と質問し、「10 分」との答えをも

らってぴったり 10 分後には会議を終えたの

には感心した。文書も英仏西のうちから各国

が予め指定した言語で配付される。出席者の

テーブルには所々にコンピューター用の電源

とインターネット接続用の端子が用意され、

休憩時間には IP 電話でおしゃべりしている

人も見かけた。 

 

５．ロンドンの交通事情 

 会議で１週間ロンドンに滞在したが、ホテ

ルが IMO 本部から２km余りで、地下鉄やバス

もあまりぴったりしたルートがなかったため、

毎日朝夕に徒歩 30分で通った。そのため地下

鉄事情について、事前に詳しく調べていなか

ったが、帰る直前になって駅に置いてあるパ

ンフレットで知ったのは、切符を現金で購入

すると、プリペイド方式の ICカードで乗車す

る場合より何と倍以上値段が高いということ。

料金はゾーン制であるが、現金だと市の中心

部（ゾーン１）からヒースロー空港（ゾーン

６）まで一律に４ポンド（840 円）で、空港

まで乗るならいいが、短距離ではいかにも高

い。それがカードではゾーンに応じて 1.5 ポ

ンド（320 円）から 3.5 ポンド（740 円）とい

う設定になっていて、日本よりは少し高い感

じだが納得できる料金体系になっている。旅

行者が１回だけ乗るならまあ仕方がないかで

済むけれど、何度も乗るとばかにならない差

になる。 

 ヒースロー空港から市内へ出る地下鉄の路

線は車両も新しく快適であったが、市内の古

い駅の中にはエスカレーターがなく螺旋階段

で深く下りるところもあり、先が見えずにぐ

るぐる回るのはつらい。また、乗り換えにも

かなりの距離を歩く場所があり、複数の経路

が可能な場合にどのルートが楽かは経験を積

まないと分からない。面白かったのは、エス

カレーターに「Stand on the right」の指示

があること。日本では関東が左、関西は右に

立つのが習慣になっていて、この違いを知ら

ないと戸惑うことがあるが、このように明瞭

な指示があると旅行者にも分かりやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イギリスでは車が左側通行であることは周

知のことであろう。場所によっては横断歩道

の真ん中に安全地帯が設けられていて、その

ような交差点では歩行者用信号も車線別に二

つに分かれている。確かに車用の信号が右折

専用になっている場合には絶対に車が走らな

い車線が存在するので、このような車線別の

写真４ 会議室 

写真５ Stand on the right の表示 
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歩行者信号は効率的であると感じた。ただ、

毎日往復１時間も市内を歩いて見ていると、

歩行者の交通マナーは決していいとは言えな

い。赤信号でも車が途切れたと見るやさっと

渡るし、信号のない場所でも平気で横断する。

横断歩道に「右を見よ」「左を見よ」が大書し

てあるのももっともである。 

 

 
 
このような場合に中央に安全地帯があると、

片側だけに注意すれば半分だけ渡ることが容

易であり、かえって信号無視を助長している

ようにも思う。朝夕に自転車で通勤する男女

を多く見かけたが、郊外ではなくロンドンの

都心でのことであるから自宅が近いのであろ

うか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．おわりに 

 NAV の会議は年１回７月頃に、月曜から金

曜までの１週間にわたって開催されるが、委

員長は１月から 12 月までの１年間を務め、

MSC 等にも対応する。現在のポルダーマン委

員長は在職 11年にもなる（その前任者もやは

り 10 年）とのことで、来年は委員長職から降

りたいとの意向であった。これを受けて、来

年の委員長として現副委員長のソロス氏が推

薦され、満場一致で承認された。会議の閉会

にあたって委員長は過去 11 年間の様々な出

来事を振り返り、事務局の職員にも個別に名

を挙げて感謝の言葉を述べたが、職員の中に

は目を拭う人も見られ、会議室は少しウェッ

トな雰囲気になった。ECDIS 搭載義務化の件

もそうだが、多くの懸案で多数の国の利害が

対立し様々な意見が飛び交う中で結論をまと

めていくのは大変な任務であり、各国から現

委員長への感謝と慰労の言葉が贈られたのも

決してお世辞ではないであろう。 

 ECDIS 搭載の義務化は MSC での承認を待つ

必要があるが、NAV で合意されたことは大き

な前進である。今回この節目の会議に出席し、

討議の様子を直接見聞きできたことは ENC や

紙海図の複製頒布に携わる当協会にとっても

極めて有益であった。 

 なお、この会議への出席は、日本財団の助

成により（財）日本水路協会が実施している

水路分野の国際的動向に関する調査研究の一

環として実施したものである。 

写真６ 横断歩道 

写真７ 自転車通勤 
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英国海軍水路部（ＵＫＨＯ）について≪２≫ 

～平成 19 年度人事院短期在外研究より～ 

 本 山 祐 一＊ 
 

１４６号  １．はじめに   ２．ＵＫＨＯの歴史  ３．ＵＫＨＯの人員 

４．情報の入手  ５．情報の評価 

 

６．情報の処理 

（１）ABRAHAM and ARCS Production System 

現在、情報処理を行う上でのメインツー

ルとなっているのが英国海軍水路部

（UKHO）で 15 年前から採用されている当

該海図及び ARCS 作成システムである。こ

れは海図、編集資料等入手したアナログデ

ータをレーザースキャンして、LSR フォー

マットで、チャートデータバンクと呼ばれ

るデータベースに保管し、このデータバン

クから紙海図、ARCS CD-ROM を作成すると

ともに、今のところ ENC 作成にも利用され

ている。 

  このシステムの画期的特徴はチャートメ

インテナンスを行う DMT､CPT､MSI､ARCS 等

の各セクションからアクセスでき、関連す

る海図をパソコン上に表示した上で、即座

に情報の評価ができる点であり、ヒューマ

ンエラー削減と効率性の向上に大いに寄与

している。 

（２）海図（Charts） 

  実際の海図及び水路通報にかかる情報処

理は、前述のとおり世界を６つの担当区域

に分けたうえで、それぞれの担当チームが

受け持つことになっている。日本、韓国、

中国、オーストラリア、ニュージーランド

等太平洋西部にかかる部分については

Chart Production Team ５(CPT５)が担当し 

 

 

 

ており、上記（１）のシステムを利用して

いる。具体的には、チャートデータバンク

から読み込んだラスター海図をパソコン上

で表示させ、送付されてきた水路通報をひ

とつひとつ確認し情報を評価したうえで、

必要な情報について水路通報を起案し、約

10 日間の起案・決済作業ののちに MSI

「Maritime Safety Information」セクショ

ンへ送付、再チェック、編集、印刷等の手

続きを経てさらに２週間を要して水路通報

を発行する。この場合の情報の受け渡しに

は、改正海図毎にこれまでの改正履歴及び

今回の改正内容をまとめたファイルが処理

セクション毎に手渡しされる。 

  水路通報に掲載された情報については、

パソコン上で修正のうえ、ラスターデータ

へ変換しデータベースに反映させている。

なお、水路通報の内容を手記で掲載して次

回の再印刷に備えたものを「Blue-Standard 

Chart」と呼んでいる。また、補正図作成の

際もこのシステムが利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 際 

＊ 巡視船ちくご船長 

  元水路通報室課長補佐 

写真１ ＵＫＨＯ印刷工場棟 
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（３）航行警報 

(Radio Navigational Warnings) 

  英国における航行警報は NAVAREA 警報と

沿岸警報（Coastal Warnings）に事象発生

エリアによって分かれる。広範囲をカバー

する NAVAREA 警報については、UKHO が一般

の航行警報を、気象庁が気象警報を、コー

ストガードが SAR 情報をオランダにあるサ

テライト局に送信するシステムで、沿岸海

域をカバーする沿岸警報については、それ

ぞれの担当情報について国内(FALMOUTH)に

ある MRCC（Maritime Rescue Co-ordination 

Centre）へ送付され国内に 17 局ある送信所

（NAVTEX については３カ所）のうちの適切

な局が選択されて放送されるシステムにな

っている。 

  組織としてNAVAREA警報についてはUKHO

のバックアップを気象庁が、沿岸警報につ

いては HUMBAR の MRCC がバックアップ体制

をとっており、また、ソフト的にも 24 時間

交代制であたる６人各人が当直時の最新の

情報をメモリースティクで保持しており、

幾重にもバックアップ体制が取られている。 

  １日に 50 件ほどの情報を処理し､そのう

ち年間で､約 400件の NAVAREA警報､約 2500

件の沿岸警報を処理している。 

（４）水路通報(Notices to Mariners) 

前述の DMT に おいて、「 Immediate 

Action」と評価された情報のうち、「Simple 

Texture」に分類されるものが CPT へと送

られ起案された後に NtMs セクションへと

転送される。その他の「Immediate Action」

である「All Graphical Data」や「Complex 

Texture」については DMT において処理さ

れる。なお、処理にかかる時間については、

シンプルテキストメッセージの場合、情報

入手から 25日間（Working Day 以下同じ）、

グラフィックデータの場合、50 日間、ブロ

ック情報の場合、75 日間での提供を目途と

している。 

  CPT セクションでは、水路通報起案業務

を「X-METAL」と呼ばれる XML 形式のソフト

ウェアを使用し、そのほか海図や情報確認

のためにラスター海図データベースがパソ

コン上で利用されている。具体的には、DMT

や CPT によって起案された情報ひとつひと

つが、２人のチェックを受ける毎に情報ス

テイタスが上がっていき、情報ステイタス

３になって初めて項番号が割り振られる。

さらに ARCS セクションで利用のためチェ

ックを受け、製本の段階でさらに監督者の

チェックを受ける。起案から製本まで、ひ

とつの同じ情報について少なくとも異なる

８人のチェックを受けることになる。約 32

項目／日が NtMs セクションの６人によっ

て毎日処理されている。 

（５）その他の航海安全情報 

  その他の航行安全情報については、「List 

of Radio Signals」、「List of Lights」、水

路誌等の出版物毎に処理セクションが分か

れており、「List of Radio Signals」及び

「List of Lights」については、SDRA にて

XML 情報化された水路通報情報等ソースデ

ータと、ARCS からの海図を参照しながら、

「Production of Lights and Radio」（Polar）

と呼ばれる編集ソフトを使用して最新情報

に更新される。 

また、水路書誌(Nautical Publications)

については、主にSDRからの情報をもとに、

情報処理マニュアルはあるものの、マスタ

ーマリナーと呼ばれる５年以上の船長経

験者（又は NAVY のコマンダー経験者）か

らなる職員によって、経験を基に判断され、

「Quick Silver」と呼ばれる編集ソフトを

使用して編集される。また、水路通報採用

情報については、「Henry」と呼ばれる表示

ソフトとSDRからのオリジナル情報を基に

起案された後、３日以内の処理を目途に少

なくとも３人のチェックを受けて水路通

報に掲載される。 
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（６）ARCS プロダクト 

   (Admiralty Raster Chart Service) 

  UKHO ではチャートデータバンクから取

り出した海図情報(ラスターデータ)を CD

に取りまとめて販売しており、日本周辺を

除く世界中の 99%をカバーしている。アッ

プデート情報については、MSI セクション

から送られてくる更新情報を基にベクター

データで更新のうえ、再度ラスターデータ

に変換のうえデータベースを更新している。

データは海図の四つ端及び数点を基準に

「Geo-reference」されたうえで CD 化され

る。 

（７）ENC プロダクト 

  ENC に つ い て も 、 2007 年 末 現 在

「ARCS/ABRAHAM Production System」を利

用して ENC の作成に取り組んでおり、ラス

ターデータベースから「Ｄ-Kart」と呼ばれ

るＳ-57 データ編集ソフトを利用して ENC

の作成に取り組んでいる。1999 年に初版を

発行して以降、現在ではイギリス周辺の

538 セルの ENC 作成を完了しており、その

ほか世界中で合意を得られた国の周辺海域

の ENC 作成（合計 830 セル/2007 年末現在）

も完了している。 

（８）Dual Badge Charts 

CPT が取り組んでいる特筆すべき事項と

して、各国と協定を結んで作成しているデ

ュアルバッジ海図がある。現在 UKHO では日

本のほか、ヨーロッパのほぼ全域の国及び

韓国、香港、オーストラリア、ニュージー

ランドなど約 40 ヵ国とのデュアルバッジ

海図に関する協定を結んでおり、協定内容

は各国さまざまではあるが、日本がとって

いる、製品のすべてを日本が作成し UKHO

は印刷するのみという形態はユニークであ

り、ほとんどの国が、データを提供しフォ

ーマットは UKHO によるアレンジとなって

いる。 

  日本とのデュアルバッジ海図の UKHO 側

の作業は、日本水路協会のデータベースか

ら新規海図データをダウンロードし、セキ

ュリティ保護の観点から拡張子を変えた上

で、イエロー、マゼンタ、シャローウォー

ターブルー、ブラックの４つの tiff ファイ

ルを作成し余白をカットするなどレイアウ

ト作りをする。その後、クローズド系のプ

ロダクションシステムにデータを移し、パ

ソコン上でそれぞれ４つのファイルの微調

整を行った後、印刷工程へとすすみ数日中

には印刷される。データ入手から印刷まで

約１週間を要するが、新規海図の場合、４

週間前の告示や ARCS 関連作業が入るため、

新規海図刊行決定から印刷に至るまで通常

６週間を要する。 

  また、日本とのデュアルバッジ水路通報

については、毎週木曜日の朝一番に日本の

水路通報を入手したら、処理表を作成のう

えデュアルバッジに関する項目については

そのまま英国水路通報に転記するとともに、

すべての項目について英国海図に関連して

いるかどうか、前述のラスター海図をパソ

コン上に表示させた上で基準に照らして採

用、不採用を決定、X-METAL と呼ばれる水

路通報作成用のソフトを使用して通報案を

作り部内チェックを受けた上で、翌火曜日

の朝までに MSI セクションへ送付され、さ

らに MSI セクションにて項番号の付与及び

チェックを受けた後に、約２週間の編集・

確認・印刷作業を経て提供される。日本の

水路通報を入手後、英国水路通報印刷提供

まで約３週間かかることになる｡ 

 

７．情報の提供 

UKHOでは全世界をカバーする約3,300枚の

紙海図、全世界の99%をカバーするARCS海図、

英国周辺と協定を交わした沿岸国周辺の ENC

約 830 セル、毎週発行される水路通報そして

水路誌、ラジオシグナル、灯台表等約 220 冊

の水路書誌を刊行しており、世界中 140 あま
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りのディストリビューター（中継ぎエージェ

ント）を通じて頒布している。 

UKHO の発行する海図は世界発行海図の 70%

を占めるとともに､英国海図が使用される割

合は世界中で 90%を占めている。 

また、船舶の安全航行に重大な支障を生ず

るおそれのある緊急な情報については時を移

さず航行警報による情報提供（年間約 3000

件）を行っている。 

（１）海図(Charts) 

  海図については DMT におけるリスクマネ

ージメント結果に基づき、月一回の会議が

行われた上で刊行の優先付けが行われ、新

刊発行の手続きに入る。発行までにかかる

時間は、緊急度、改正される情報の質や量

によるが、途中、刊行案内や実質的な印刷・

乾燥作業、トリム作業、梱包、発送作業等

を経てるため、ディストリビューターに届

くまで少なくとも６週間はかかり、緊急度

の低いものについては１年近くかかること

もある。 

（２）水路通報(NtMs) 

水路通報は、外国の水路通報、測量デー

タ等から水路通報に掲載すべき情報を得て、

起案、チェック、フォーマットという課程

を経て、海図と同様のルートで海図ユーザ

ーに提供されるが、UKHO ではディストリビ

ューターが水路通報により海図を最新に維

持して海図を販売している。（JP チャート

を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供の種類は、週刊の水路通報のほかに、

毎月一回の有効一覧、３ヶ月に一回の水路

書誌新版情報、半年一回の海図ごとの通報

一覧、１年に一回の年間レポートを提供し

ている。なお、インターネットを通じて無

料でテキストデータを閲覧できるほか、有

料でトレーシングペーパーも提供してい

る。 

（３）航行警報(RNW) 

  NAVAREA 警報、沿岸警報ともに漂流物等

重要な緊急情報は情報入手から放送まで、

30 分以内の提供をおこなっており、航路の

変更情報等通常の緊急情報は次の警報発出

時に合わせている。なお、タイムスケジュ

ールについては、NAVAREA 警報は 17 時 30

分、NAVTEX は４時間毎、その他は随時とな

っている。 

  さらに、特徴的なのが、海底地質調査作

業等潜水艦に影響を与えるものについては、

６時間以内に NAVY に通報することとして

いる。 

（４）その他の航行安全情報 

「List of Radio Signals」、「List of 

Lights」ついては毎年改版（一部 18 ヶ月

毎改版）しており、水路誌等は、交通量、

ユーザーニーズに応じて３年～５年の周

期で改版されている。これら冊子は海図と

同様のルートで代理店を通じて提供され

ている。 

水路誌で特徴的なのは、これまで発行し

てきた CD 版をマーケティングの不振を理

由に2007年から中止している。また、「List 

of Lights」の CD 版は３年前から販売して

いるが 2008 年１月に、List of Lights, 

Radio Signal, Tide が１つになったＣＤが

発売される。 

（５）ARCS プロダクト 

  世界中の 99%をカバーしたチャートディ

スク、アップデートディスクを約 4,500 の

ユーザーに配布している。そのほかシステ
写真２ ＣＰＴ５クリスマス飾り


